
国民健康保険・
後期高齢者医療保険加入の
皆さまへ

　国民健康保険・後期高齢者医療保険では、ひと月に支払った医療費（※）が高額になり、所得に応じて決
められた上限額を超えた場合に、上限額を超えて支払った分を申請により高額療養費として支給してい
ます。
　その高額療養費の70歳以上の方の上限額について、国の制度改正により8月診療分から下表のとおり変
わります。
※入院時の食事負担や差額ベッド代などは含みません。

８月診療分から70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります。

問い合わせ先　保健福祉課  国保年金係　　　　　　　　　　　　  介護高齢係 （31）2512

7月診療分まで

適用区分 外来
（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと）

現
役
並
み

課税所得
690万円以上の方

57,600円

80,100円
＋

（医療費－267,000円）
×
1％

（4回目以降44,400円）

課税所得
380万円以上の方
課税所得
145万円以上の方

一
般
課税所得
145万円未満

14,000円
年間上限額
144,000円

57,600円
（4回目以降44,400円）

低
所
得
者

Ⅱ  住民税非課税
世帯

（Ⅰ以外の方）
8,000円

24,600円

Ⅰ  住民税非課税
世帯

（年金収入80万円
以下など）

15,000円

8月診療分から

外来
（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと）

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％
（4回目以降140,100円）

167,400円＋（医療費－558,000円）×1％
（4回目以降93,000円）

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％
（4回目以降44,400円）

18,000円
年間上限額
144,000円

57,600円
（4回目以降44,400円）

8,000円

24,600円

15,000円

70歳以上の方の自己負担限度額（月額）

※太枠で囲ってある網掛け部分が変更となります。

みよた広報 やまゆり　みよた広報 やまゆり　20182018年年77月号 月号 （（66））　　



介
護
保
険
を
利
用
し
て
い
る

皆
さ
ま
へ

児
童
扶
養
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
し
て
い
る
皆
さ
ま
へ

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
福
祉
係（
32
）６
５
２
２

　

現
在
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、

７
月
中
に
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
。
内

容
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
指
定
さ
れ
た
日

程
も
し
く
は
８
月
末
ま
で
に
必
ず
ご
提
出

く
だ
さ
い
。

※ 

こ
の
届
を
出
さ
な
い
と
、
８
月
以
降
の

手
当
が
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

現
在
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
、
現
況
届〈
所
得
状
況
届
〉の
提

出
を
お
願
い
し
ま
す

】

【 　

精
神
ま
た
は
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
満

20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
す
る
父
も
し
く

は
母
、
ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※ 

い
ず
れ
も
、
所
得
制
限
な
ど
の
要
件
が

あ
り
ま
す
の
で
、
役
場
１
階
６
番
窓
口

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

特
別
児
童
扶
養
手
当 

】

【 　

父
母
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父
ま
た
は

母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
を

養
育
し
て
い
る
ひ
と
り
親
や
、
父
母
に
代

わ
っ
て
そ
の
児
童
と
同
居
し
、
養
育
し
て

い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当 

】

【

介
護
保
険
利
用
負
担
割
合

証
を
送
付
し
ま
す
。

特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ

ス
費（
施
設
入
所
時
の
居
住

費・
食
費
の
負
担
軽
減
）の

手
続
き
に
つ
い
て

対
象

変
更
点

２２

１１　

世
帯
全
員
が
非
課
税
で
、
預
貯
金
等

も
要
件
に
該
当
す
る
方

対
象
に
な
ら
な
い
方

① 

世
帯
が
別
で
も
、
配
偶
者
が
住
民
税

を
課
税
さ
れ
て
い
る
方

　

施
設
入
所
時
の
居
住
費
と
食
費
は
、

所
得
や
収
入
な
ど
の
条
件
に
よ
り
、
対

象
に
な
る
方
は
申
請
に
よ
り「
負
担
限

度
額
認
定
証
」を
発
行
し
ま
す
。

　
「
負
担
限
度
額
認
定
証
」は
毎
年
更
新

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
６
月
中
旬
に

対
象
と
な
る
方
に
は
申
請
書
類
を
送
付

い
た
し
ま
す
。
７
月
10
日（
火
）ま
で
に

必
要
書
類
と
併
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と

き
は
、
原
則
と
し
て
利
用
料
の
１
〜
３

割
を
支
払
い
ま
す
。

　

毎
年
８
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
負

担
割
合
証
は
更
新
さ
れ
、
７
月
下
旬
に

送
付
し
ま
す
。

　

８
月
か
ら
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の

自
己
負
担
が
２
割
の
方
の
う
ち
、
特
に

所
得
が
高
い
方
は
負
担
割
合
が
３
割
に

な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係（
31
）2
5
1
2

■自己負担割合の判定基準

※40～64歳の方は、所得にかかわらず1割負担です。

65
歳
以
上
で
本
人
が

市
区
町
村
民
税
課
税

3割負担
（8月から）

2割負担

1割負担

本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

年金収入+その他の合計所得金額が
●単身で340万円以上　または
● 65歳以上の方が２人以上いる世
帯で463万円以上

年金収入+その他の合計所得金額が
● 単身で280万円以上　または
● 65歳以上の方が2人以上いる世
帯で346万円以上

220万円以上

160万円以上
220万円未満

160万円未満

は
い

は
い

は
い

い
い
え

いいえ

い
い
え

② 

預
貯
金
等（
※
）が
単
身
で
１
０
０
０

万
円
、
夫
婦
で
２
０
０
０
万
円
を
超

え
る
場
合

（
※
） 「
預
貯
金
等
」と
は
預
貯
金
、
信
託
、

有
価
証
券
、
現
金（
タ
ン
ス
貯
金
）

な
ど
が
対
象
で
す
。
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